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災害救助法に係る応急期業務だけではなく、生活再建支援法に係る復旧期業務にも、自治体職員を派遣

する傾向が加速している。2016年4月発生の熊本地震では、避難所運営の職員派遣は4,075人、次いで、罹

災証明業務の派遣は1,400人であった。「地方公共団体のための災害時受援体制に関するガイドライン

（内閣府）2017年3月」により自治体職員の応援受援フレームが示されたが具体的な方法論は示されてい

ない。2018年6月発生の北海道胆振東部地震において、被災地・安平町、全国知事会応援受援枠組みによ

り派遣された岩手県・新潟県と協働し、生活再建支援法に基づく「住家被害認定調査」の方針検討、調査

計画検討、応援受援計画の策定、実査マネジメントの一連に対し、研究支援活動を行った。その結果、全

棟調査に向けた調査計画を策定し、9月14日から22日間で住家：3,158棟、非住家：4,055棟の調査を実施し

た。応援・受援の枠組みに基づいた方法論の実証結果を報告する。 
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1. はじめに 
 
(1) 応援・受援の歩み 
阪神・淡路大震災においては、延べ 19 万6,416 名（う

ち都道府県職員が 7 万 3,960 名、市町村職員が 12 万 2,456
名）、東日本大震災においては延べ 9 万 197 名（2015 年 
3 月 31 日までに、岩手県、宮城県、福島県、青森県、茨

城県、千葉県の被災 6 県、および県内市町村に派遣され

た全国の自治体の職員数）1)であった。平成28年熊本地

震に対しては、短期派遣 4 万 7,138 人、長期派遣 5 万 
3,172 人となっている（ 2017 年 3 月 21 日時点で、九州知

事会や関西広域連合、全国知事会などを通じた職員派遣

数。「広域・大規模災害時における指定都市市長会行動

計画」を踏まえた政令指定都市の各市を除く）1)。 
熊本地震の職員の派遣内容を見ると、職員派遣のピー

クは発災から約3週間後の5月9日であり、避難所運営は

初期段階から多数派遣されているが、発災約2週間後か

らは、罹災証明業務（受付・調査）に職員派遣数が伸び

ていることがわかる2)。災害救助法に係る応急期業務だ

けではなく、生活再建支援法に係る復旧期業務にも、自

治体職員を派遣する傾向が加速していることがわかる 
（図-1）。 

 
(2) 応援・受援を取り巻く状況  
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図-1 熊本地震における職員派遣状況 
 
平成 28 年 12 月に取りまとめられた「熊本地震を踏ま

えた応急対策・生活支援策の在り方について（報告

書）」では、今後の広域災害の対応における「受援を想

定した体制整備」について、検討を進めるべき3)と提言

しており、その後、平成29年には、「地方公共団体のた

めの災害時受援体制に関するガイドライン4)」（以下、

ガイドライン）により自治体職員の応援受援フレームが

示された。      
住家被害認定調査においては、平成30年3月に「災害

に係る住家被害認定業務 実施体制の手引き」（以下、

手引き）により、調査の実施体制や業務内容が示されて

おり、それぞれの項目について丁寧に事例が紹介されて

いる5)。ここでは「都道府県の果たすべき役割」「応

援・受援に係るネットワークと体制の整備」の章が設け

られているが、「地方公共団体のための災害時受援体制

に関するガイドライン（内閣府）」との関係性がを特に

整理したものではない。 
本論文では、2018年6月発生の北海道胆振東部地震の

被災地・安平町において、全国知事会応援受援枠組みに

より派遣された岩手県・新潟県と協働し、生活再建支援

法に基づく「住家被害認定調査」の方針検討、調査計画

検討、応援受援計画の策定、実査マネジメントの一連に

対し、研究支援活動を行った実例を示しながら、応援・

受援の枠組みに基づいた効果的な住家被害認定調査の調

査計画策定について示す。 
 
2．安平町における住家被害認定調査応援の実際 
 
(1) 生活再建支援業務の方針決定 
手引きにおいては「調査業務経験のある地方公共団体

への住家被害認定調査計画における相談」が推奨されて

いる。安平町の住家被害認定調査に係る応援県である岩

手県・新潟県においては、住家被害認定調査のみならず、

被災者生活再建支援業務全体に係る手順や取組方針にお

いてガイドラインを策定している6) 7)。被災自治体に対し、

これらのガイドラインを用いて、生活再建支援業務の体

系的な全体像と手順を示した。安平町では、住家被害認

定調査のみの方針を決定するのではなく、両県から示さ

れた生活再建支援業務（住家被害認定調査、罹災証明書

発行、被災者台帳に基づく支援業務）の全体枠組みに対

して検討を実施し、9月10日（発災日9月6日）に生活再

建支援業務方針を決定した。この方針決定は町長の意思

決定によるものであり、全庁的な方針とされた。 
安平町の方針は具体的には、一人の取り残しのない生

活再建に向けた「被害の全容解明のための全棟調査」

「被災者に説明力を持つ住家被害認定調査の実施」「建

物調査データの逐次入力よるデータ入力の効率化」「被

災者との対話に基づく丁寧な罹災証明書の発行」「被災

者台帳に基づいた被災者支援の継続」であった。 
 
(2) 応援に係る意向調査 
新潟県においては、応援調整機能としてマネジメント

要員を設置した。県庁では、9月6日の地震発生を受け、

同日には生活再建支援業務に係る県内市町村の応援意向

調査（事前）を実施した。具体的な要請や支援先が決定

する前ではあるが、応援が想定される段階で、現地のニ

ーズマッチングにそなえて、県内市町村からの応援可能

性についての情報把握を行った。9月10日には、現地の

ニーズ把握ならびに調整のために、マネジメント要員を

北海道に派遣した。9月11日には、被災市区町村応援職

員確保システムに基づく対口支援団体が決定した。そこ

で改めて、安平町を支援先とした生活再建支援業務に係

る応援の意向調査を県内市町村に対し実施し、職員を派

遣する応援市町村を決定した（図2）。この流れは罹災

証明書発行の応援募集へとつながった。 

 

図-2 新潟県による応援調整の経過 8) 
 

(3) 応援の再調整のための業務数の推計 
応援・受援においては、受援自治体が応援自治体に対

し、応援必要人数・日数を推計し、要請する。しかし、

推計においては、1）業務対象数（多くは被害量）が明 
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図-3 応援の再調整のための業務数の推計 8) 

 
らかでない、2）1人/1日あたりの業務必要時間が一定

で推移しない（被災地の状況によって左右される）、等

の理由から、目標業務が達成できないまま応援期間が終

了する事態が散見される。 
本事例では、住家被害認定調査の現地における日々の

進捗を観察し、応援元である新潟県からのマネジメント

要員が、安平町と協働で積極的に業務数の推計を行い、

追加応援の必要性について検討した（図3）。安平町に

おいて追加調査が必要となった理由には、1）広大な土

地に広がる建物被害の全体像把握が難しかった、2）農

地や牧場において、従業員宿舎等を含む建物数が多いこ

とや防疫の観点から、調査員の着替えが必要になったり

車の出入りに制約がかかった、等がある。なお、9月20
日時点の新潟県からの応援状況のまとめは図4の通りで

ある。 
 

3．結論 
 
 2018年北海道胆振東部地震の安平町においては、他自

治体からの応援を受けて、1）生活再建支援業務を体系

的に捉え、一体的に方針決定した、2）方針に沿った業

務応援の必要ニーズを示し、迅速に道外を含む応援を確

保した、3）生活再建支援業務の進捗に応じ、変化する

支援ニーズについて、応援調整機能をもつ広域自治体と

協働し、柔軟な対応を実現した。 
 

 
図-4 新潟県の安平町応援のまとめ8) 
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DESIGN OF EFFECTIVE PLAN FOR BUILDING DAMAGE INSPECTION BASED 

ON FRAMEWORK OF SENDING AND RECEIVING SUPPORT 
- A CASE STUDY OF ABIRATOWN AT 2018 Hokkaido Eastern Iburi Earthquake - 

FORMATTING JAPANESE MANUSCRIPT FOR JOURNALS OF JSCE 
 

Keiko TAMURA, Munenari INOGUCHI and Kei HORIE 
 

The tendency to dispatch local government staff not only to the emergency work related to the Disaster 
Relief Law but also to the recovery work related to the Act Concerning Support for Reconstructing Live-
lihoods of Disaster Victims is accelerating. In Kumamoto Earthquake in April 2016, 4,075 people were 
dispatched to support the survivors staying at the evacuate shelters, followed by 1,400 people who were 
dispatched to support issuing the disaster-victim certificate. The Guidelines on Mutual Support social sys-
tem for Local Public Organizations (Cabinet Office) March 2017 provided a framework for the local gov-
ernment officials, but not a specific methodology. In the eastern Hokkaido Iburi Earthquake  in 2018, 
Iwate and Niigata prefectures were appointed to support the life recovery works in Abira Town. Research 
support activities were conducted for a series of policy reviews, survey plans for building inspection,  and 
inspection management. As a result, a survey plan was prepared for the entire building survey, and sur-
veys were conducted on 3,158 residential buildings and 4,055 non-residential buildings in 22 days from 
September 14. The Paper report the results of the observing the methodology based on the framework of 
the mutual support. 
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